
令和４年７月 

江東区役所介護保険課在宅支援係 電話：０３（３６４７）４３１９ 

紙おむつ支給のご案内 

 

１．事業内容 

江東区では、在宅の方やおむつの持ち込みができる病院・施設等に入られている方を対象に、月に１回、ご

自宅等へ紙おむつの配送を行います。 

【支給方法】 

月に１回、ご自宅等へ紙おむつを配送いたします。江東区内は配送料無料ですが、江東区外に配送を希望さ

れる場合は配送料が自己負担となります。（ご不在の場合は、原則玄関前に置いていきます） 

【支給内容】 

 「高齢者紙おむつ支給事業のご案内」(紙おむつのカタログ)から、お選びください。 

 紙おむつの給付上限点数(６０点)を超えた分につきましては、１点１００円として自己負担となります。(紙おむ

つを受け取る際に、配送業者にお支払いください) 

  

２．対象となる方 

下記の要件をすべて満たす方が対象です 

① 江東区民で６５歳以上である       

② 要介護３・４・５の認定を受けている 

ただし、以下の何れかに該当する場合も対象とする 

・重度認知症・疾病により排泄の意識がなく常時失禁状態である 

（『常時失禁状態』と記載された医師の診断書が必要です。診断書以外の名称の書類は受け付けません。） 

・病院に１ヶ月以上継続して入院している 

③ 生活保護を受給していない 

④ 介護保険適用（特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院など）の施設に入所していない 

⑤ 心身障害者紙おむつ支給事業を受けていない 

⑥ 本人所得が区の所得基準額以下の方 

※所得基準額 

扶養親族の数 ０人 １人 ２人 

基準額 ２,５７２,０００円 ３,０５２,０００円 ３,４３２,０００円 

＊扶養親族が３人以上の場合、１人につき３８万円加算  

＊１年以内に江東区へ転入された方は別途所得を証明する書類が必要になる場合があります。詳しく

は、申請前にお問い合わせください 

 

３．申請方法 

【申請に必要な書類】①高齢者紙おむつ支給申請書 ②紙おむつ注文票 

             ＊場合により必要な書類が異なりますので詳細は区にお問い合わせください。 

 

【提出方法】  ・介護保険課在宅支援係(区役所３階４番)で書類記入・提出 

・長寿サポートセンターで書類記入・提出/区ホームページよりダウンロード後、郵送 

＊申請書・注文票は各月の申請締切日に在宅支援係必着 

４．その他 

ご不明な点は、申請前に下記連絡先へお問い合わせください。 


